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１．はじめに 
 

米国の特許侵害訴訟において、特許権が第三者により侵害されたと認定された場合、特許権者

等は、侵害者に対して損害賠償を請求することができます。但し、侵害を立証できた場合であっ

ても、請求できる補償は、損害額をどこまで立証できるかによって異なります。このように、

損害賠償額の決定は当事者にとって非常に重要な事項となります。 

 

 一方、特許権者と特許侵害者は、特許を実施して得られた利益をどのように配分するかという

問題に直面します。この問題は、特許侵害訴訟における損害賠償額を決定する「仮想の交渉

（"hypothetical negotiation"）」にとって必要不可欠なものです。米国においては、損害賠償額

を算定する専門家の多くは、嘗て長い間、算定結果の根拠として「"25 percent rule of thumb"

（所謂、25％ルール）」を適用していました。しかし、2011年 1月 4日、CAFCは、このルー

ルに依拠する証拠が、合理的なロイヤリティのベースと争点の事実関係とを結びつけるものでは

ないので、認められない旨の判決を下しました（Uniloc USA v. Microsoft Corp事件参照）。 

 

 CAFCは、損害賠償額の算定に関する専門家証言の証拠能力に関する興味深い判決を下してい

ます。このことについて、以下に説明します。 
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